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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
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日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、３番、笠原幸江議員、２５番、松尾徹郎議員を指名いたします。 

 

日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第２、一般質問を行います。 

１１日に引き続き、通告順に発言を許します。 

髙澤 公議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 〔１２番 髙澤 公君登壇〕 

○１２番（髙澤 公君） 

おはようございます。 

新生クラブの髙澤です。よろしくお願いします。 

１、消防の広域化についてお伺いをいたします。 

総務省消防庁では「消防広域化推進本部」を設置し、市町村消防の広域化を進めています。 

推進本部のスケジュールによると、平成１９年度中に都道府県は推進計画を策定することとなっ

ています。そして、推進計画策定後５年以内（平成２４年度まで）を目途に広域化を実現する事と

しております。 

広域化に向かうか否か、糸魚川市の意思表示はまだなされていませんが、いずれにしてもこれを

機会に「自治体消防」を見直すチャンスと私は思います。 

「消防組織法が改正されたから、あるいは、国が広域化を進めているから検討する」といった受

け身の考え方ではなく、市民の安心・安全、市民の安全レベルを高めようという積極的な論議、検

討が必要と考えます。 

また、市民の安全は自治体が責任を持つという「自治体消防」の大原則のもと、消防団、地域住

民のサポートを得ながら、地域全体で支えてきた歴史もあり、これらの人々の理解と合意も必要と

思われます。 

以下、伺います。 

(1) 糸魚川市の消防広域化についての考え方。 

(2) 現有消防力の分析と職制等の諸対策。 

(3) 地域完結型の消防が必要と思われるがいかがでしょうか。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

髙澤議員のご質問にお答えいたします。 

１点目の消防広域化についての考え方でありますが、現在、県は消防の今後のあり方検討会を設

置し、広域化した場合のメリット・デメリットの検証等、基本的な考え方の整理を行っております。

年度内には、対象市町村の組み合わせを含む推進計画を示すことになっております。 

この県の動きを見据えながら、市民の安心・安全を確保することを第一にとらえ、十分検討し、

方針を定めてまいらなくてはいけないと考えております。 

２点目の消防力と職制等につきましては、署所の配置、車両、人員などの消防力や事務処理体制

等は、地理的条件等に配慮をして運営をしておりますが、広域化によりこうした地域特性が失われ

ることのないように対応していくことが、重要であると考えております。 

３点目につきましては、一般行政と消防行政が一体となり、指揮命令系統が確立しやすい１市

１消防本部が理想であります。しかし近年、続発いたしております大規模災害に対応するには、小

規模市町村では装備や人的資源にも限界があり、国や県、または近隣市町村との連携が一層求めら

れていることも認識いたしておるわけでございます。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

再質問をお願いいたします。 

再質問に当たりましては、私は最近、国が進めている諸施策いろいろありますが、非常に地方に

は冷たい、あるいは地方に負担をかけるような施策が大変多いというふうに思います。 

そんな中で、この消防の広域化というのも総務省消防庁ということですが、国から進めているこ

とであって、どういうことになるのかというふうな心配があります。 

そこで、糸魚川市民にとってこれが必要なのか、あるいは市民の目線で考えてみたい。自治体消

防というのは市民のためにあるんだというふうなことを基本に、質問をしていきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

今、市長の答弁にもございましたが、県はあり方研究会というものをつくって、メリット・デメ

リットというふうなものを研究しとるわけですが、メリットという部分でいろんなことが言われて

いますが、そこら辺からお伺いをしたいというふうに思います。 

広域化のメリットとして市民サービスの向上、あるいは人員配置の効率化と充実、消防体制の基

盤の強化というふうなものが上げられておりますが、住民サービスの向上というのは、要するに火

災であれ、あるいは救急患者であれ必要としている人のところに、すぐ行けるようになるというふ

うなことがうたってありますが、これは広域化によって、そういう体制になるというふうにお考え

でしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

広域化に伴いまして消防の署所ですね、分署なり、あるいは分遣所なり署所の配置というものが、

すぐ連動するものとは考えてないわけでございます。ただ、広域化によりましてその署所の統廃合

がもし進められるようであれば、今、議員がご指摘のような住民サービスに大きな影響が出てくる

かと思うわけでございますので、この広域化を検討するに当たりましては、やはりその署所の配置

というところについても視野に入れた中で、検討を進めなきゃいけないものと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

署所の配置というものについては、また後ほどちょっと伺ってみたいと思いますけれども、上越

は、今、広域化でやっておりますわね。ここと糸魚川市と広域化にするということになると、この

糸魚川市内のどこで災害が起こるかちょっとわかりませんが、例えば上越、糸魚川中心地というこ

とをとってみても、一般道では１時間以上かかるわけです。高速を使って飛んで来ても３０～

４０分かかる。そういう部分では、特異なこの糸魚川市という地理的条件というものを考えれば、

要するに、海岸線ずっと一本通りというふうなことを考えれば、上越というのは非常に時間もかか

る遠隔地であるというふうな私は考えを持っておるんですよ。１分１秒を争うような災害に対応す

るためには、非常に遠隔地であるというふうな思いがあるんですが、そこら辺はどう考えておられ

ますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

広域化の枠組みにつきましては、まだ正式な決定がなされていません。ただ、あり方検討会の中

で俎上に上がってます案といたしましては、やはり上越消防と糸魚川消防が、ちょうど人口的にも

見合うものでございますから、それを視野に入れた中で、今検討を進めているところでございます。 

そこでお尋ねの件でございますが、やはりこの糸魚川地域の地理的な特性といたしまして、東西

に長いという形になりますので、国がモデル的に示されております、広域化のメリットとしてつく

られておるパンフレット等にあるような、平野のようないわゆる境界を接しているところがたくさ

んある市町村の広域化とは、当然意味合いが違ってくると思いますので、国が期待されているほど

のメリットというものは、やはり出にくいんではないかと、このように認識しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 
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○１２番（髙澤 公君） 

広域化を進める、５年以内というふうな非常にタイトなスケジュールが示されとるわけですね。

だけど基本的には、その広域化というものを進める前に、あらゆる状況をシミュレーションしてみ

る。それでいろんな場合に対応するということで、広域的に消防を動かすというふうなもののオペ

レーションもやってみなきゃいけない。 

そういうものを踏まえて、ではどうするかというふうな考え方にならなきゃいけないんですが、

今は非常に５年以内というふうなタイトなスケジュールが組んであるんですけれども、そこら辺の

時間のなさとか、そういうものに対してはどう受けとめておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

統合する以前におきましても、我々はもう既に近隣市町村、近隣消防とのいわゆる連携、応援協

定というのを確立しておりまして、いざという場合には出動する態勢を整えておりますし、現に、

そういう実績もあるわけでございます。 

そのようなことから、非常にこの２４年という限られた期間の中で、しかも課題が非常に多いも

のである中におきましても、ただ一応決められとる期限があるものでございますから、いつまでも

これは先延ばしというわけにいきませんので、やはり示された期間の中で、十分な煮詰めは進めて

いかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

今、消防長が、十分な検討を進めていかなきゃいけないという答弁でしたが、ぜひ住民の目線に

立って、自治体消防は住民のためにはどうあるべきかということを基本に、検討を進めていただき

たいというふうに思います。 

それと人員配置の効率化、あるいは充実というメリットが書いてありますが、その中には複数の

消防署所を統合すればというものが条件になっとるわけですね。統合すればメリットが出てくると

いうことなんですが、そうした場合に、今、糸魚川は本署、本部でもいいんですが、それと能生と

青海に分署があって、早川には分遣所があると。こういう体制で今やっとるわけですけれども、こ

れが守られていくと思いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

現在、まだこの上越消防と糸魚川消防との合併を想定した中での、署所の統廃合についてまでの

議論は進んでおりません。 

ただ、現状の上越消防の署所の配置状況と、それから糸魚川消防の署所の配置状況は、かなり異
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なっておるものでございますから、ここのところは今後、もし上越消防と糸魚川消防が具体に統合

の議論のまな板に上がった場合には、糸魚川消防と上越消防との違いというものが、大きな議論に

上がってくるものと推測いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

大きな議論として上がってくるというふうな認識であるということですが、上越消防と糸魚川消

防の体制を考えてみたときに、私は必ずどこかの署所が削られる状況になっていくだろうと思いま

す。非常に住民サービスという部分では、非常に危険性があるなというふうに思っておるところで

あります。 

それと、人員ということにつきますと広域化になったときに、今、糸魚川市は９３名の職員がい

ますが、その職員数が保たれていくというふうに思いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

消防職員の配置人数につきましては、やはり消防機器、特に消防車両でございますが、この台数

にほぼ比例いたします。いわゆる救急車で１台あれば３人とか、ポンプ車であれば４人とかとござ

います。このようなことから、では我々は今、糸魚川消防では４つの署所があるわけでございます

が、その署所にそれぞれ必要な消防車両を配置することによって、職員人数がおのずと決まってき

てるものでございますから、先ほど議員のご質問もございましたようなこの署所のあり方によって

は、職員数というものも当然比例してくるもんではないかと、こう考えます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

糸魚川ではもう既に検討会を立ち上げておるんですが、まだほんの入り口の段階で、そこまでは

煮詰めてないんだろうというふうに思いますけれども、これもやはり今、消防長の答弁の中にある

ように署所の見直しがあれば、それに伴って人員の減員というのも考えられるということでありま

す。 

それとあわせて、人員配置の面でメリットがあるというのは、要するに今、糸魚川ということを

考えれば、災害時に糸魚川の本部に残る人たち、それを統合すれば本部に残る人たちを現場へ出し

ますよということなんだろうと思うんですよね。そうすると、広域化後に本部員も現場へ出します

よということになれば、糸魚川というのはじゃあどういう形になるんですか。本部には要らないん

ですか。そこら辺は、どういう感覚でおられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

国が今回示しております広域化の１つの目的の中に、やはり本部機能、特に事務的機能のものも

統廃合することによって合理化し、そして現場職員の充足を図りたい。あるいは、もっと合理化し

ていきたいというのも、目的の１つに上げられているものでございますから、当然、今、糸魚川消

防と上越消防が統合すれば、今ある両者の本部機能のもの、人数的なものは減らされることは間違

いございません。ただ、どこのところに本部機能が置かれるかは、今後の話になるわけでございま

すが、今、糸魚川地域だけを考えた場合には、本部職員も有事の際には機動的にできたものが、人

員配置の中では若干タイトになっていくんではないかなと、こう推測できます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

いわゆる有事、災害の場合に、本署なり本部なりというもので対応していくときには、やはり糸

魚川という管轄の中の状況を熟知している人でないと、指揮命令系統が私はバラバラになって通っ

ていかないんではないかという心配をしとるんですね。そういう指揮命令系統をしっかりとやるこ

とが、例えば広域化になったときに、じゃあ本部員の中に、糸魚川の状況がわかる人が配置される

のかどうか、そこら辺の問題もあると思うんですよ。 

この糸魚川地域の状況を把握しておれば、本部にいながら情報だけで、ああ、今はどういう状況

だ、どこに影響が出るというふうなものまでわかるはずなんですよね。そういう体制が壊れてしま

うんではないか、これはやはり住民の安心・安全につながらない。住民も、ああ、あの人がやっと

るんなら大丈夫だろうと、あっこにおるのはあっこの父ちゃんだと。この部署におるのは、私の知

っとる人だというふうな安心感というものも私はあると思うんですが、そこら辺、もし広域化を進

めていく、本部機能をどうするといったときには、そういうところも考慮してもらわなければいけ

ないというふうに私は思うんですけれども、そういう感覚ではどんな検討をされていくのか、どう

でしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

議員の方から、住民から顔の見える消防職員というご指摘、また期待もあるわけでございますが、

非常にそれも大切なことであろうと思っております。 

ただ、私ども糸魚川消防のことに限りましても、特に新採用職員になりましたら、もともとこれ

は合併も入って一緒でございますが、この全市域を熟知している職員ばっかりじゃございません。

その中で配置されれば、やはり４月早々には地理的条件等、先輩がついて管内を熟知するようには

研究しておりますので、例えばの話が今、市の職員が妙高へ配置されたとしても、これは同じこと

で、やっぱり一生懸命頑張るものと期待しております。 

だから旅の人だから全くわからないということの心配の向きも理解できるわけでございますが、
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消防職員の使命といたしましては配置された場所へ行ったら徹底的に、最初のうちは戸惑うことが

あっても熟知するよう、これは使命として課しておるものでございますから、そこはもし広域とな

って、知らない地のところへ行ったとしても、やはりそれは早急にマスターするのが、これは消防

職員の本分であるわけでございますので、それはもしそうなったときには、さらに一層そういう指

導、研修というものを強めなきゃいかんと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

常にそういうふうに熟知していくような指導も必要だということですが、ここにおられる課長さ

んたちも、ある日、突然別の課長になっていって答弁に出るときには、私は全部知っておりますと

いうような顔で答弁するんですよ。それが、やはりあなた方のせつないところだろうというふうに

思うんですけれども。いや、私は今まで部署が違いましたから、わかりませんということは言えま

せんからね。ただ、それは覚えていく過程の人ならいいんです。本部長になったり、指揮者になっ

たりするときに、そういうものもやはり、私は不安の中の１つに入っていくだろうというふうに思

っております。 

次に消防体制の基盤の強化というメリットも上がっておりますね。 

その基盤の強化というのは、あの説明書なり、消防庁から出てきた推進計画なりを見ますとほと

んどが、要するに財政面のメリットばっかりが載っているんですよ。地域住民のためにどうあるべ

きかということは、１つも載ってない。それで財政面で有利になるとは言いますが、例えば上越と

広域化を組んだというときに、それは財政はやはり上越と組むんですから、規模的には大きくなり

ますけれども、同等に地域も広くなるわけですから、じゃあこの糸魚川のことを考えてみた場合に、

糸魚川は今手厚く消防行政をやっておりますけれども、広域化になった場合に、今の糸魚川市が市

民のために使っておる予算と同等のものか、あるいはそれ以上のものが来るというふうに考えてお

られますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

やはり国の施策なものでございますから、モデル指標的なものをベースにした中で、お考えにな

られている傾向が非常に国の方ではあるわけでございまして、地理的なこと、特に消防組織につい

ては資機材が一番大きなウエートを占めるわけでございますので、いわゆる埼玉とか千葉のような

行政区が近隣しておりまして、１キロも離れんところに、隣にはしご車を持ってる消防署があると

かというようなものをモデル指標にした中で、統廃合によってメリットを出すというのが、それは

一部では理解できるわけでございますが、私たち糸魚川、上越消防のように、地理的にこれだけ離

れておるとこになりますと、そう簡単に資機材の共有というのが進まない、また、進めるべきでは

ないんじゃないかと、こう思っておるものでございます、面積は変わらないもんですから。 

そのようなことから、言われるほどの消防力整備に対する財政的と言いましょうか、そのメリッ
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トというものは我々が今考えている、まだまだうちの部内協議で詰めてる段階では、それほどメリ

ットというのは、今は見出しにくい状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

今、予算といいますか、１人当たり経費ということでお伺いしたんですけれども、それと同じこ

とが言えるのは、やはり今の人員配置、人員数を保っていけるのかどうか。それが変わることによ

って１人当たり経費というものばかりではなくて、１人がカバーしなければいけない人口数とか面

積とか、そういうものもどんどんふえていくわけですよね。そこら辺をどのように考えて、基盤の

強化につなげるようにしていくのか。 

先ほども申しましたが、まだ研究に入ったばかりの段階ですので、非常に答えは出しにくいとい

うふうに私も思っておりますけれども、ぜひそんな形で糸魚川市民の目線で、糸魚川市民のために、

どうすればいいのかということで研究をしていっていただきたいというふうに思っております。 

そうしたときに、今の要するに広域化になって予算的にも少し厳しくなるだろう。人員的にも上

越の方は１人当たり人口が、糸魚川より３００人近くも多いわけですから、そちらの方に振り分け

られるんではないかというふうに思ったときに、ここに残った職員で、今までと同じようなサービ

スを展開していくということになれば、私は非常に消防職員の負担が増すだろう。そこら辺の対策、

対応というのは、どのように考えておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

統廃合によって負担の増ということには、なってはならんわけでございます。ただ、１つデメリ

ットばっかりではなくて、ちょっと表現が乱暴でございますが、人員配置等を考えた場合に大鍋の

底というのもあるわけでございまして、近年、特に救急隊員を中心にした中で、研修でいろんな業

務ができるように、器官挿管、薬剤投与等の業務が拡大しているものでございますから、それをや

るための研修というのが、非常に長期間の研修がふえてまいりました。また、大規模災害が多発し

てるものでございますから、近隣あるいは全県的な援助隊組織というのもつくられまして、そこへ

の訓練参加というのも非常に多くなってきたわけでございます。 

それが今現在、限られた職員数の中で、小規模の中でやりくりし、年休も取らないようにして平

常勤務をしながら、そういう管外へ派遣に出すということについては、人間回しを非常に今、我々

糸魚川消防では苦労してるとこでございまして、逆にもう糸魚川、青海、能生と枠を越えて、どん

どん勤務形態を変えて人間回しをやっているのが実情でございます。 

そのようなことを考えますれば、やはり広域化になれば大鍋の底の中である程度、人間回しとい

うものが楽になるのかなと。これは新潟消防さん等の事例をお聞きしておりますと、やりくりする

中でかなり可能だというのを聞いておりますから、そういう面でのメリットというものは期待でき

るんではないかなと、こう思っております。 
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ただ、合併によってそこに配置された職員が、運が悪かったということだけで勤務形態が過重に

なるようなことでは、あってはならないということを考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

あと少し財政面の方でちょっとお伺いしたいんですけれども、これは先日、総務財政常任委員会

に出された資料なんですけれども、この中に消防財政の効率化ということで、効果ありというふう

な形になっておりますね、効果あり。糸魚川市は今まで市民１人当たり１万４,７５０円の予算を

つけて、市民の安心・安全な面に頑張ってもらっておるわけでありますけれども、上越では１万

１,０９７円、その差は３,６８８円になるんですが、これは財政面だけの部分しか言ってないんで

はないか。効果ありというのは、どういう感覚で効果ありという形を出したんでしょうか、これは。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

今ほどご指摘の資料につきましては、県のあり方検討会の中で出た資料を、そのまま参考にさせ

てもらったものでございまして、これはやっぱり人口で割り返した中での一つの指標であるわけで

ございますので、特に、上越消防の場合につきましては署所の数も少ないですし、それから人口が

糸魚川よりも多いわけでございますので、割り返した中ではやはり大規模になれば、その分だけ資

機材が少なく済むもんですから、財政的には割り返すと安上がりになると。 

そういう見方からした場合には、効果ありという形で評価が出るかもしれませんが、それは先ほ

どから答弁申し上げておりますように、署所なり資機材も全部平なめしにしたときのお話でござい

まして、糸魚川というこの地域特性、地理的要因、条件とか、そういうものを考慮するとしたなら

ば、今言ったような数値というものは、イコールになるとは私は思えないと思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

この糸魚川市の１万４,７５０円というのは、ほぼ全国平均なんですね。全国平均では１万

４,３５８円、糸魚川市より約４００円ぐらい低いレベルなんですが、糸魚川市は戦後、消防法が

制定されてから約６０年間、常備消防、あるいは消防団、あるいは地域の人たち。先輩の人たちが

営々と努力してきて、やっとここまで、このレベルまでもってきとるわけですよ。それを部内の行

革で減らしたとか、どうとかということでなくて、ただ割り返した数字を当てて効果ありというふ

うな形でやっていくと、これが一人歩きしてしまいます。これを一般市民が見たときに、内容のわ

からない人が見たときに、ああ、そうかと、私は思いますよ。こういう出し方はおかしいんじゃな

いかと私は思いますが、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

効果ありとか、なしというコメントについては、やっぱり考えなきゃいけないと思っております。 

ただ、これだけの大きな行政課題なわけでございますから、いろんな指標とか数値なりをお示し

する中で、いろんな立場の中でやはりご議論を今後いただかなければならんわけでございますから、

やはりこういう人口で割り返したものも１つの指標としては、これはお見せしていく。それで、そ

れをどのようにとらえるかは、それぞれのお立場の中で、お考えいただかなければならん事案だと

思っておりますので、いたずらに、ただ人口で割り返したのがまずいというふうには私は思ってな

い。ただ、効果ありという表現をしたこと自体は、これはちょっと考えなければいけないなと、こ

う思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

消防長の率直な答弁で、効果ありというのはちょっと考えるということですから、今後このよう

なことのないようにわかりやすい形で、いろんな要素があるわけですから、そういうものを加味し

た中でどうするんだというふうなことで、資料を出していただきたいというふうに思います。 

それと、ちょっと視点を変えますが、やはり市町村合併のときと同じで、国も広域化に対する支

援策というのがあるんですが、消防庁で用意している財政支援、これは交付税導入率とか交付税措

置率からいっても、そう大した有利な地方債ではないと私は思っておるんですが、ここら辺は織田

課長はどう分析されておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

企画財政課長とご指名でございますが、所管でございますので答えさせていただきたいと思いま

す。 

国の方につきましては、特段のいわゆる支援という形のものは具体には出てないわけでございま

して、ただ、これから一番危惧いたしておりますのは、やはり国が出した施策なものでございます

から、今現行の補助金、消防整備に対する補助とか、あるいは交付税措置とか、あるいは起債措置

とかという財源措置につきまして、やはり国の方は広域化をしたものを視点に入れた中でのいわゆ

る要綱と言いましょうか、補助採択枠等を考えることが懸念されるわけでございますので、ただよ

って我々のような例えばこういう小規模消防の場合には、その現行の補助対象枠、あるいは起債対

象枠等についてが果たしてクリアできるのかと、こういう危惧も私自身は持っておりますので、今

後その辺のところを十分見据えていかなければならないだろうなと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

私は有利な補助制度ではない、支援策ではないと言ったのは、国で出してる推進関係資料なんで

すが、その中に過疎債、辺地債を効果的に使ってほしいと書いてある。これより悪いんですよ。そ

うしたときにこの糸魚川は、近々、能生分署の改築をやる。そうしたときに、この支援策というの

は箱物ばっかりにしか当てはめてないんですね。上越の方で、じゃあこの支援策で何かやるといっ

たときには、糸魚川市の財政にどの程度響いてくるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

今から３０年ほど前に、私も糸魚川、青海、能生の広域消防を立ち上げた経過で申し上げますと、

消防の広域化につきましては、大きく分けて常備消防と地域消防、消防団の問題が出てまいります。

それからもう１つは、消防の組織を考えた場合については、消防組織の運営と維持管理、そして財

政に関する問題と、もう１つは緊急性に対応する機動性の問題、この４つに分けて考えていかなけ

ればならんというふうに考えております。今ほどのいろいろなご意見の中で、やはりこの地域にお

ける消防の機動性というものについては、これはどんなことがあっても現状より劣ることがあって

はならないというように感じておるところでございます。 

そこで先ほど消防長が申し上げましたように、いわゆる消防の業務であります防災、あるいは火

災等の指導だとか、検査だとか、あるいはまた火災現場における検証、それから科学的な検証、そ

れから救急救命業務の技能研修、指導等、こういったものでありますと、小さな組織よりも大きな

組織の方が技術向上がなされてくるということは、これはもう間違いないことでございまして、そ

して今ほどの説明の中で、消防にかかる財政問題を上げておられますけれども、消防経費にかかる

基準財政需要額は、今までの経験から申し上げますと、基準額は恐らく変わらないというように思

っております。ところが、その基準額をもとに消防の広域化の財政負担というものがどうなるかと

いうことが、今後の課題であろうというように感じておるところでございます。 

ですから、現在この地域においては人口は減ってまいりますけれども、地域は依然として変わら

ないわけでございます。そうなりますと、市民１人あたりの消防経費はだんだんと上がってくるこ

とは、間違いないというように感じておるところでございます。現在、県の段階で構想、あるいは

推進計画というものをつくっておるわけでございますけれども、その中身がまだこの当市に当ては

めた場合、どういう状況であるかということが、まだしっかり見えてないところでございまして、

消防の方から概要だけを私も報告を受けて、留意点を指示をしているところでございます。今の状

況では、今後の動向はどうなるかということについては、ちょっとわからない状況でございますけ

れども、今後しっかりと検証をしていかなければならない、こう感じておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 
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お答えを申し上げます。 

現在、消防の機器並びに建物等の施設整備につきましては、過疎債等を使っております。現在、

国の起債制度では過疎債、辺地債、それから合併特例債、この３つの起債が一番優良債ということ

で、非常に市町村にとっては条件のいいものであります。 

したがいまして、消防の合併、統合等によって、それ以上にいい起債が出ればまた別であります

けども、それでなければ今この優良債を使っている段階では、特段条件的にいいかということには

ならないんじゃないかなと思っております。現在、うちの方の消防の関係では、交付税で措置され

る金額よりも若干数字的には上回って、一応予算化をされているという状況であります。 

○１２番（髙澤 公君） 

議長、ちょっと休憩。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

暫時休憩します。 

 

〈午前１０時４３分 休憩〉 

 

〈午前１０時４４分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

消防の方が統合されまして広域化になりまして、それぞれ負担金の算出がどのような形になるの

か。例えば糸魚川の管内の施設整備に対する負担金になるのか、それとも全体の経費の中で３市で

負担を割り合うのか、その辺の負担金の算出の仕方が明確にならないと、その辺についてはわから

ないということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

それもこれからの統合の検討会の話し合いの中で決めていくということですので、もしそうする

んであれば糸魚川市民の負担にならないような形で進めていただきたいと、なるべく負担を軽減す

るような形で進めていただきたいというふうに思います。 

それともう１つ、職制のことについてなんですが、今、糸魚川の消防では、皆さんの給料表なん

ですが、６級という立場の人がいないんではないかと思うんですよ。そこら辺はどうです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

ご質問のとおりでございます。おりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

この６級というのは、やはり課長クラスだろうと私は思うんですが、９３人の構成の中で課長が

いないということは、ちょっと考えられないことではないか。これは糸魚川だけでやっていくんだ

ったらまだいいんですが、統合ということになったときに、課長に昇給しなきゃいけない人たちを

昇給させていない状況なら、ずっと下までそういう状況が続いていっとるんじゃないか。そうする

と統合になったときには、上越はもう課長が３人いますね。そういう人たちの全部下へ入っていく

ような格好になっちゃう。どれだけ優秀な職員であっても、ただこの職制の関係で全部下へついて

いくような格好になっていく。そこら辺を、私は十分考えてやらないといけないことではないかと

思うんですけれども、どういうふうに対処していく予定でございますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

上越消防、糸魚川消防の部課長の職制でございますが、これはそれぞれご案内のように組織規模

が異なるものでございますから、課長がおるところと、うちのように室長で対応してるところとあ

るわけでございますが、今ほどのご質問のご懸念につきましては、当然、今度は合併の話が具体化

になったときについては、十分詰めていかなきゃいけない重要な協議事項であろうと、このように

認識しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

今６級ということでお話しましたが、６級ばかりでなく１級から全部、そういう形で調整をとっ

ていただきたい。しかも、もし統合ということになれば、間際に見え見えで上げてやるということ

ではなくて、やはり早目に手を打っておいていただきたいというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

現有の消防力ということについてお伺いいたしますけれども、この数値の出し方というのが、ど

ういうふうになってくるのかわかりませんが、水利関係では上越、あるいは新潟県の統計より糸魚

川市は少し落ちているんですけれども、そこら辺はどういう原因で糸魚川市は、消防水利という部

分で落ちているのか、どういう分析をされておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えします。 

当然、整備水準が遅れているのは、財政力が大きな要素が含まれていると思うわけでございます

が、それもありますし、逆に当市の場合、非常に地理的に行政面積が大きいものでございます。中

山間地も抱えておりまして、いわゆる自然水利というものの活用が可能であったと。このようなこ

とから、いわゆる消防力で認めておられますような消火栓、防火水槽というものが、他都市に比べ

てその分整備が遅れておっても、それほど逆に言えば対応できたということなのかなと思ってるわ

けでございますが、そのような感想を持っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

自然水利を有効に使っておるということで、いわゆる消火栓とか防火水槽の施設の水利というも

のがなくても、十分対応できているんだということでよろしいんでしょうかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

十分に対応できているということは、申し上げかねます。 

と言いますのは、やはり安全・安心を守るためには、示された消防力の充足率というものを達成

することが目標でございますので、私たちはそれに向けて財政等を加味する中で、年次計画の中で

今後とも整備は進めていきたいと、こう考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

あと、その消火栓の関係でちょっとお伺いしますけれども、消火栓が設置してあるんだけれども、

消火器具が置いてないというところがかなりあるんですね。かつて青海地域なんですが、火災が発

生したときに消火器具は備えつけてありますから、地域の人たちがすぐに初期消火をやって、消し

てしまったという事例があるんですが、消防車が消防本部とか支所に近くてすぐ行けるとこならい

いんですけれども、そうでないところには消火機器を備えつけておくのが、私は当たり前だと思う

んですけれども、それはどうですか、そこら辺。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 
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消火栓に併設いたしました消防ホース、挿管等の整備につきましては、３地域それぞれ整備の方

針が、若干量が異なっておりまして、いわゆる中山間地を中心に整備をしてきたり、あるいは交通

事情の悪いところを重点に行ってきたりという取り組み方の相違がございました。 

髙澤議員ご指摘のように、やはり特に今は近事、自主防でしょうか、地域はまずみずから守ると

いう、こういう観点に立った場合は、やはり初期の段階で対応していただけるものについては、特

に消防署から遠隔地の場合には、効果が高いものと思われるわけでございますので、いわゆるお住

まいの方々の人的な構成にもよりますけれども、それらを視野に入れた中で整備については、また

検討を進めていかなきゃならん事案だろうと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

検討を進めていかなければならないことだろうと考えているということですが、それ自体がもう

遅いような気がします。それで聞くところによると、各地区でそういう機器を用意しておるところ

もあるというふうに聞いております。そういう段階で、まだこれから検討しますよというのは、ち

ょっと遅いんじゃないか。 

特に自主防災組織を立ち上げて、自分の住むところは自分たちで守るんだということを進めてい

く段階になっておるのに、ちょっと遅いんじゃないかというふうに思いますが、これは水利につい

ては少し遅れているという糸魚川の状況を踏まえて、それとあわせて整備をしていくということに

なると、どのぐらいかかりますか、期間が。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

この場でいつまでというふうに、期限はちょっと切りかねるものでございます。非常に大きな災

害が、近年発生してないものですから喜んでおるんでございますが、いつ何時起きるかもわからん

わけでございますので、それらを頭に入れる中で極力早めていきたい、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

火災の場合の初期消火というのは大変重要なことで、その機器があれば、それで済むという火災

でも、なければできないわけですよね。消防車が来たときには備えつけてあればそれ１本で済むの

に、今度はホースを２本も３本入れても、まだ火が消えないというふうな状況になっていく。初期

消火ということと自主防ということにあわせて、地域の人たちにもあなた方が出向いて行って使い

方の指導をするとか、あるいは消防団の人にお願いしてやってもらうとか、いろんな方法があると

思うんですけれども、ぜひ早急に対応していただきたいというふうに思います。これを要望しとき

ます。 
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まだ聞きたいことがたくさんあるんですけれども、時間の関係であれしますが、今、糸魚川では

地域医療という問題で非常に苦慮している。一連の医療問題で市長は大変ご苦労なさって、どうに

か来春からは、ある程度のまためどはつけてきた。 

この地域医療というものを厚生労働省は、３０万人という人口を対象にしてやっておるんですね。

この消防広域化というのも、約３０万人の人口を対象にしてやっておる、国が進めておる。ただ、

地域医療の関係で見ていきますと上越圏になった、何かいいことありましたか。今回の糸魚川病院

に併設する病棟も、糸魚川市がほとんどお金を出してやっていかなきゃいけないような状況になっ

ている。私は消防の広域化もそうだとは言いませんが、そうなってもらっちゃ困るんです。そこら

辺を十分に検討して、何回も言いますが市民の目線で組み立てていっていただきたい。 

最後に市長にお伺いしたいんですが、今、上越と糸魚川と比べますと、１人当たりに対するコス

トというのは、糸魚川がずば抜けていいんですね。国のレベルより上回っておる、そのぐらいのレ

ベルにあるわけですよ。もし広域ということになれば、市長、どうですか。上越の広域消防に、あ

なた方も糸魚川と同じだけのコストを出しなさいと。それでないと、市民の安心・安全は守れませ

んよというぐらいのことを私は言ってもいいと思うんですが、市長はどう考えますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

コストの面でということではなくて、私といたしましてはやはりこの市民の負担というものもい

ろいろ考慮する中で、こういったことが出てきたのかと思うんですが、しかし、市民の安全・安心

というところに入りますと、市としての大きな責任の部分でございまして、広域化になったときに

市民の安心・安全を守るには、どういうやり方がいいのか、どういう方法がいいのかということを

考えますと、この糸魚川の地形を考えたときに、指揮命令系統の位置づけが身近にあるのが一番い

いんだろうと思うわけでございます。 

例えば火災は別といたしましても地震だとか、また、我々は火山を有しておるわけでございまし

て、そういったときの対応を考えたときに、やはり身近にいて指揮命令が明確にあった方が、私は

スムーズにいくのではないかということを考えたときに、果たしてこの広域化というのはいかがか

な、この消防の広域化というのはいかがかな。 

確かに前に１市２町の広域行政組合がありました。しかし、それは同じような共有できるものが

多くある中でできたわけでございますが、例えばこれが上越と一緒になったときに、果たしてそれ

が前の１市２町のときと同じような状況かと考えると、私はちょっと違うような気もいたしますの

で、そういうことを考えたときには、私はやはりこの広域化というのは、少しじっくり考えなくち

ゃいけない、考慮していかなくちゃいけない問題だなととらえておるわけであります。 

そのようなことから判断をさせていただいて、お考えいただきたいと思いますし、私もただこれ

からの中で行財政改革というところを見ますと、やはり安心・安全の市民のサービスを受ける部分

については低下をしないで、そういう中でどういうことが改革ができるのか。いかにどれだけでも

やはり負担を軽くしながら、そういった対応をしていかなくちゃいけない努力は、絶対しなくちゃ
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いけない部分だろうととらえておるわけでございます。 

そのようなことで今現在、私はこの消防広域化という部分については、そのようなところである

と思っていただいて結構ですので、よろしくお願いしたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

髙澤議員。 

○１２番（髙澤 公君） 

今、市長の答弁の中に、私が一言も触れなかった火山というふうなものも入っております、焼山

火山ですね。広い意味で市長が考えておられるということが、この一言でもわかるというふうに思

うんですが、やはり指揮命令系統は身近な人、熟知してる人がやった方がいいんだというようなお

話であります。私もこの糸魚川市が今負担しておる１万４,７５０円が、これがいい数字ですよと

は言いませんし、これ以上、上げてくれとも、下げちゃいかんとも私は言いません。ただ、市民の

安心・安全、市民の安全レベルをどのように保って、どのように進めていくのか。そこら辺がしっ

かりしておれば、この金額は大した問題じゃないと私も考えております。 

そんなことで、ぜひこれから進める上で、市民のためにはどうあるべきかということを基本に置

いて検討していっていただきたいというふうにお願いをして、私の一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、髙澤議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

１０分まで暫時休憩します。 

 

〈午前１１時０１分 休憩〉 

 

〈午前１１時１０分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、鈴木勢子議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 〔１９番 鈴木勢子君登壇〕 

○１９番（鈴木勢子君） 

１９番、鈴木勢子です。 

発言通告書に基づき３項目質問いたします。 
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今回は、次世代を担う子供政策を中心としましたので、前向きなご答弁をお願いいたします。 

まず、１番目、食育基本法の推進と健康づくりについて。 

国では、２１世紀を担う子どもたちが、健全な心と体を培い、生きる力を身につけるために

「食」が何よりも重要であると位置づけ、平成１７年６月に「食育基本法」を施行しました。そこ

で次の点についてお尋ねいたします。 

(1) これまでの食育推進の具体的な取り組みと、「食育推進計画」はいかがでしょうか。 

(2) 「食育基本法」の理念を生かした各部課の推進体制や、関係団体との連携をどのように図

っているでしょうか。 

(3) 食育推進を通し、市長公約の“健康づくり”と一体化させ、生活習慣病予防などへの事業

展開を一層進めるべきではないでしょうか。 

(4) “地産地消”と合わせた地域活性化へと展開している先進地も多く、当市の今後の課題と

なるものはなんでしょうか。 

２、子育て支援と少子化対策についてお尋ねいたします。 

少子化対策は地方自治体の緊急課題でもあり、早急にバランスの取れた子育て支援の環境整備が

求められております。そこで次の点についてお尋ねいたします。 

(1) 当市における「次世代育成支援行動計画」の進捗状況と、今後の課題はいかがでしょうか。 

(2) 糸魚川・能生・青海の３地域において、子育て支援の核ともいえる児童館や支援センター、

放課後児童クラブの設置が著しく異なり、その格差が市民から指摘されている昨今、今後ど

のように是正していくのでしょうか。 

(3) 先進地並みの少子化対策を展開するには、現行の市の組織、福祉事務所の「子育て支援

室」では限度があり、これを見直し新年度から単独の課を設置し、本腰を入れるべきと考え

ておりますがいかがでしょうか。 

３、児童虐待防止についてお尋ねいたします。 

児童虐待防止法が施行され、厚生労働省では１１月を「児童虐待防止推進月間」としております。

全国的にも児童虐待に関する相談件数は依然として増加しております。特に子どもの生命が奪われ

る重大な事件が後を絶たない状況です。そこで次の点についてお尋ねいたします。 

(1) 法律の定義による児童虐待の、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト（育児放棄）・心理的

などの当市におけるその現状は把握されているでしょうか。 

(2) 児童虐待防止推進月間での市の具体的な取り組みと今後の課題となるものは何でしょうか。 

(3) 市民への広報啓発と関係団体との連携はいかがでしょうか。 

以上、第１回目の質問といたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、これまでの食育推進の具体的な取り組みにつきましては、松田議員、新保議員

のご質問にお答えいたしたとおりでございます。 
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食育推進計画につきましては、現段階では健康いといがわ２１及び食育基本法基本的施策をもと

に、食育の推進に取り組む考えであります。 

２点目の推進体制等につきましては、松田議員のご質問にお答えいたしたとおりであります。 

３点目の食育推進を通し健康づくりを進めるべきではないかという点につきましては、まさにそ

のとおりだと私は思っております。食は健康いといがわ２１の基本になるものでありますので、食

育の推進を通し健康づくりを進めてまいります。 

４点目の地産地消と地域活性化から見た課題につきましては、生産者と消費者の相互理解を深め、

生産体制を確立することにあると考えております。 

２番目の子育て支援と少子化対策についての１点目、次世代育成支援行動計画の進捗状況につき

ましては、計画的に進んでいると考えております。 

今後の課題については、地域全体で子育て家庭を支え合うような仕組みづくりが重要と考えてお

ります。 

２点目の３地域における格差につきましては、施設形態は異なりますが、サービス内容において

は、ほぼ同じものが提供できているものと考えております。今後もそれぞれの特性を生かしながら、

市民がより利用しやすいよう努めてまいります。 

３点目の単独の課の設置につきましては、現体制で保育行政全般及び子育て支援に関する総合的

な役割を担っており、十分機能を発揮しているものと考えております。 

３番目の１点目、児童虐待の状況につきましては、家族、学校、保育園等からの通報によって把

握いたしております。 

１１月末現在での相談受け付け件数は２４件で、その大半がネグレクトであります。 

２点目の児童虐待防止推進月間における取り組みにつきましては、関係機関との会議や研修会を

開催したほか、各種広報活動を行っております。 

今後の課題といたしましては、早期発見・早期対応を第一に、家庭や地域社会の理解と協力を得

ることが重要と考えております。 

３点目の広報啓発につきましては、引き続き広報紙等を利用して市民への周知を図ってまいりま

す。 

また、関係機関、団体との連携については、常に緊密な関係を維持しており、実際に虐待事案が

発生した場合は関係者によって事案検討会議を通じ、早期解決に努めております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

まず、１番目の食育についてでありますが、これまで３人の議員の方がこの質問を取り上げまし

て、私はそれを聞いておりまして、糸魚川市の食育に関する受けとめ方、つまり国が１７年度９月

の通常国会で定めた食育基本法をしっかりと受けとめていないんではないか。取り組んでいる、取

り組んでいる、例えば生涯学習課の課長は実績を申しましたね、何々料理教室何件、何件。これは
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従来の料理教室であって、私はここで聞いてるのは食育基本法という法律が新たにできたんですね。

これを受けて市がどういうふうに推進していると。ほとんど取り組んでないんですよ、今までのや

ってることをやってますと。 

例えばこの前文、書かれていることは長いので一部ですけども、食の海外への依存の問題が生じ

ておりと、食の安全の面からも食料自給率の向上に寄与していこうというふうに前文にうたってあ

る。そうすると、単につくって食べるというカロリーベースの料理教室ではなくて、その食材がど

こからどういうふうにきたのか。そこに目がいかなければ、食育基本法の推進になりませんよ。 

取り組んでる、取り組んでるって、３人の質問者に対してそういうふうに言われてるけど、私は

取り組んでないか、取り組んでいるとしたら、そちらにいらっしゃる皆さんが、この基本法を十分

理解してないと。 

それから第１０条、この法律は当然私が通告して、全部基本法を読まれて市長が答弁してると思

いますが、地方公共団体の責務を１０条に定めてますよね。この基本理念にのっとり、食育の推進

に国と連携を図り実施していくことを責務としてる。従来のことを、ずっと同じことをやってたら、

それが食育基本法ではないんですよ。そこのあたり、どういうふうに考えていますか、市長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

学校教育の場におきましては、従来から食育という観点を持って、さまざまな活動を展開してい

るところであります。 

今回そういった内容について、食育基本法によって法整備がなされたものだと、このように考え

ておりますので、当市、生涯学習を含めまして、従来どおり食育に関する教育を進めてまいってい

るところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

小中学校の学校現場ばっかりではないんですよね。保育所、幼稚園も含まれますから、それはま

たこちらの方なんですけど、教育長がそういうふうに答弁されますけど、そうすると細かい話にな

りますけど、モデル校を設置して、それを見ながらまた今後やられるわけでしょう、そういう答弁

されてますよね。 

そうすると従来、糸魚川市における食育推進の委員と、それから栄養士さんですね、この方たち

が１７年６月以降、この法律を受けて食育に関して勉強して推進しましたか。何か研修、どこか行

ってこられました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

月岡学校教育課長。 〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 
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お答えします。 

研修ということですが、その前に新潟県教育委員会も学校における食育の指針というものを示し

ております。食事の重要性、心身の健康、感謝の心、食品を選択する能力、それから食文化、社会

性、この６つの目標について、今ある食に関する指導の計画の中に盛り込むような指示が出ており

ます。これにあわせて栄養職員、また、養護教諭、担任、給食担当者、それから学校教育課の職員

とあわせて改善を図っていくということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

私も月岡課長の、その内容については承知しております。 

それで、当市において夏ごろに、ちょっと今、日付が明確ではないんですが、農林水産課と教育

委員会で全糸魚川市の関係団体、業者を集めて会議をやってますよね。この内容については、どう

でしたか。正式な会議の内容はちょっとあれなんですけども、農林水産課の職員からも聞いたんで

すけども、出られた業者の方からも聞きましたけども、庁内の連携も含めてどうでしたか。２つの

課の課長、お答えください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

まがたまで生産者、それから小売りの業者の皆さん、それから行政も入って、あるいは学校で調

理される皆さんから、三者でお互いの立場でお話をさせていただきました。 

今までは農林水産課サイドでは、３つの学校がありますけども、大和川とか根知だとかあります

けど、そういうところでは地元から直接入れてるんですけど、学校給食の方へ拡大がなかなかでき

ないということで、じゃあ全体の皆さんで話し合おうということで、お互いに問題点を提起する中

で、今後少しでも地産地消という立場からも、地元の野菜が学校給食の中で少しでも取り入れられ

るように皆さんで協議して、なかなかすぐには解消できませんけども、いろんな意味で、いろんな

立場で意見交換させていただきまして、今後のそういった学校給食での取り組みが少しでも拡大す

るように、いろいろと意見を出し合った会議でございました。今後とも、また続けていきたいと思

ってます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えいたします。 

今、この会議の趣旨、それから内容については、農林水産課長が申し上げたとおりでありますが、

私どもも学校給食で、いわゆる地産地消というものを進めていく上で、当然、関係課の連携の重要
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性、それから実際、今回の会議には納入をいただいておる商店の皆さんからも、おいでいただいた

ということで、皆さんは例えば細かいことですが、その日に生産者の方からジャガイモを何点か持

ってこられた。それをまたみんなが見ながら地産地消、それを使うに当たってほとんど問題がない

とか、そういう点が確認できるという点で、非常にいい会であったなと思っております。やっぱり

こういう庁内連携を含めて、皆さんとよくそういう話を進めていくことが、必要だというふうに感

じたところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

初めての集まりでしたので戸惑っている関係団体ですね、業者の方もおられたようですけども引

き続き、食べるということは生きる原点でありますので、これで終わりではありませんから、こう

いった機会を設けて市の姿勢を示してほしいと思います。 

それで、こういうことが徹底されていけば、例えば青海中学校の民間委託の給食のことが前段の

議員で出されましたけども、その委託先の民間業者が設備投資をしてきたので見直せないという答

弁は出てこないんです。食べる側の生徒の立場で物事を見たら、そういう答弁は私は出てこないと

思いましたよ。やはり、この小学校１８校、中学校５校の合併したこれだけの地域で、それぞれの

給食のスタイルがありますよね、自校方式、給食センター、民間委託。でも絶対的に、もう一番食

育基本法を推進できて地産地消もできるのは、やはり自校方式でしょう。でも能生地域の給食セン

ターもいい形で、これまでも進めてきてますので、それはまたさらなる努力で、よりよくなってい

くと思いますけれども、問題は民間委託ですよ。 

市の契約ってほとんどの契約は、もう単年度、単年度で契約していきますよね。土木や、そうい

った公共工事によらず、一部のものは継続でいってるけど。これはもうずっと継続でしょう。設備

投資をしたからというのは、それもわかりますよ。私は当時、当事者でしたけども、民間委託は大

反対いたしましたね。結果的に、今ここにきていろんな問題が出てる。食べる側の生徒の食に対す

る問題も含めて食べ残し、俗に言う残飯ですよね。残飯という言葉は、いい言葉ではないんですけ

ども、食べ残しも含めて。だから食材がどういうルートで来てるか。そうすると食育基本法を推進

していくのに、やはりある程度の見直しも必要なんです。それは私は一概に設備投資をしたから、

民間委託をやめて自校方式って、そこのルートにはいけないと思うけども、いろいろできるんです。 

従来の食育、基本法前の食育、例えば栄養士さんはカロリーベースの栄養学ですよね。ですから、

その食材をどういうルートで、例えば鶏肉１つでも、地鶏もあるし、宮崎産もあるし、輸入もある

でしょう。そういった食材がどうなのかという、そこまで目線をもっていくことが基本法なんです

よ。それがもう前文にうたってる。じゃあやらないとなったら青海中学校の生徒、これは格差でし

ょう、同じ義務教育で。 

教育長、大体今までやってきたというのは、教育の一環として学校給食が位置づけられているか

ら、やっているのは当たり前のことでしょう。私、ここの辺がやっぱり食育基本法が施行されたか

ら、それでその推進がどうですかというふうに通告したんです。 

例えば福井県の小浜市を、私たち文教民生常任委員会で１０月に研修させていただいたんですが、
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この事例を取り上げた議員の方もいらっしゃいますけども、小浜市はもう市長ですね、トップのも

う食に対する姿勢が違うんですよ、市長。食のまちづくり課という単独の課をつくって、そこに食

育政策専門員。この食育政策専門員の方は、市の職員じゃなかったんです、民間登用なんです。そ

れも栄養士の資格も全くない方なんですよ、女性ですけど。この方が食のまちづくり課の皆さんと

一体となって、学校給食だけじゃなくて保育所、幼稚園、全部取り組む。前段の議員の言われたこ

とをあまり言うのもあれですけども、要するに幼稚園児が出刃包丁を持ってアジをさばくんですよ。

考えられないでしょう。でも、実際やってるのは間違いないんです。 

これはやはり小浜市の私たちはいい事例を見せていただいたんですが、今いきなりここまでいく

には、本当に時間がかかると思うんですが、食育基本法という法律ができて、前文にすごくこれだ

けいいことをうたってるから、地方自治体の責務としてもやっていきましょうと、ここで問いかけ

ているんです。 

それから３点目も市長はそのとおり、それから４点目も相互でやっていく。だからいま一歩やっ

ぱりやりましょうという掛け声を見せてほしい。でないと、皆さんは何のために市役所の職員でい

るのかなと、私、わかりませんね。 

それから学校給食のことは答弁ありましたけど、そちらの保育所、幼稚園の方はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

食育基本法を受けての食育の推進はいかがかというご質問かと思いますが、保育園、幼稚園にお

きましては、平成１８年に食育計画の年間計画というものを策定をいたしまして、本年４月から、

その計画に基づいて食育の推進をいたしております。 

その中で、食育基本法の中の趣旨を踏まえながら３点ほど目標を掲げております。健康な体をつ

くる、よい食習慣を身につける、食べ物に親しみを持ち楽しく食べるという基本目標を掲げながら、

年間を４期に分けまして、それぞれの各期に評価をしている。それを見直しにつなげていくという

ことで、今現在取り組んでいるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

くどいようですけども、食育基本法をきちっと推進していくというふうになれば、当市における

現状をまずしっかり見ること、そこからですよね。やはり食材、地産地消もやっているところもあ

りますし、やってないところもある。これはそれぞれの地域であれですと言われたら、推進できな

いでしょう。だから米飯給食の回数もそうですけど、パン食、このパンが市内のパン屋さんじゃな

いでしょう。これは私は青海のときも反対しました。多分近隣、新潟県内でこのルートを使ってい

るのは、糸魚川市だけじゃないかと思うんですよ。 

パン食も含めて、そのパンの粉も、もうアメリカからのポストハーベストでしょう。米粉も使っ

てますけど、年間を通したらほんのわずかです。そういうところもやっぱり足元から見直して、私
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は推進してほしい。それには各課・部・教育委員会ですね、みんな連携してやらなきゃいけない。

食育はもう教育委員会にお任せとか、そういうことでやってたらなかなか進みませんし、これの対

象者が次の世代を担うやっぱり子供たちであるということです。市長が言う健康づくり、そこに全

部つながります。 

以前は、成人病予備群という言葉で子供たちにも出てる。今は厚労省は成人病というふうに言わ

ないで、生活習慣病と置きかえましたけども低年齢にもあるんです。やっぱり食べる原点は何かと

いうところを踏まえて、取り組んでほしいと思います。 

次、２番目に入ります。 

子育て支援と少子化についてですが、これも市長は１点目について、次世代育成支援行動計画は

計画的に進んでいるというふうにありましたけど、この次世代育成支援行動計画は、国の１０年間

の時限立法ですから２６年までですよね、前期と後期に分ける。合併した糸魚川市は３地域、１市

２町の計画をもとに、これで今やってるわけですよね。当然、このそれぞれの１市２町で合併後は、

平成１７年３月１９日に能生、青海、糸魚川対等合併、対等合併ですよ。それで新糸魚川市となり

ますが、本計画は新市に引き継がれますと、全庁的な取り組みを定めます。これは糸魚川市は吉岡

市長のお名前、３月現在ですからそれぞれの長が。 

それで、ここで私は進捗状況を聞いたんです。国の法律では、毎年公表しなきゃいけないってな

ってますよね。それでホームページを見ると、１７年の段階の進捗状況しかないんです。ダウンロ

ードできて、１１ページにわたってます。１８年の決算は終わってますよね。これ課長、いかがな

んですか。１８年はいつ出るんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

進捗状況の公表ということでございますが、ホームページで１７年度分を公表させていただいて

おりますが、ご質問の１８年度につきましては若干遅れて大変申しわけございませんが、現在作業

中ということで、ご理解をいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

作業が遅れてるということですが、いつまでに出ますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

内容的には、細かいところの確認がちょっと残ってるだけというふうに担当から聞いております

ので、早急に公表できるというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

私、先ほど課長と言いましたけど、所長でした、失礼。 

まず、遅れる作業も１７年度に一度もう公表してますから、それほどかからないんですよ。とい

うのは、事業はそんなに目新しいことをやってませんもの。そうでしょう。特別なことをやりまし

た、１８年。 

つまり福祉事務所のこの体制、子育て支援室ではだめなんですよ、限度がある。私は今まで一般

質問で取り上げましたでしょう。子育て支援室という名称ができたから、ちょっとは評価してます

けども、全県の２０市、どんどん変わっていくのをご存じですか。皆さん、糸魚川市だけのことは

よく知っているのかもしれないけど、ほかはどうですか、知ってますか。 

例えば、私はよく上越市を取り上げますよね、子育て。上越市の好きな鈴木と言われるんだけど

も、上越市は次世代育成、この時限立法の国の法律を受けて、次世代育成支援課ってあったんです

ね、子ども福祉課とは別にですよ。ところが２年たって「次世代育成支援課」は「子ども支援課」

になった。子ども支援課のほかに、子ども福祉課もあるんですよ。 

塩尻市のことは以前言いましたね。塩尻は教育委員会の中に「こども教育部」というのを設けて、

ここで全部子供のことをやってますよね。新潟市も名称を変えました、「こども未来課」としてる。

大合併しましたしね。柏崎は当然、「子ども課」もあります、長岡は「子ども家庭課」、南魚沼市

は「子育て支援課」。 

それで福祉事務所でやっているところは、２０市のうちどことどこだと把握してますか、所長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

今ちょっと手元に資料がございませんが、幾つか課に分かれたところは福祉で所管する部分と、

例えば保育園等は教育委員会に行ったり、民生部に行ったりということで、両方にまたがってると

いうとこもございますので、そういった状況については、概要は把握をしております。資料がない

ので幾つということは申し上げられませんが、よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

私の聞き方が悪かったんですけども、単独で子ども課ですよね、名称はいろいろ支援課とかある

んですけども、その子供の課を単独でつくって、福祉事務所の一部のその中でやるんではなくて、

きちっと課として予算を取って、政策を展開しているところはどこですかという、そういうことな

んです。 

資料がないということですけど、全県を見てください。人口３万１,０００人の加茂市、加茂市

は合併しない市長で有名なところですけど、加茂市は当市と同じ福祉事務所でずっとやってる。加
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茂市の云々を言うことはありませんけども、やっぱり市長の考えでそういうふうにされたんだと思

いますし、議員２０名の中に女性議員も１人もいませんしね、一般質問でもそういうのも出てこな

いということですからあれですけども、糸魚川は別に加茂市と同列になることもないんですけど、

とにかくみんな変わっているんですよ、どんどん。 

長岡市は、例えばまちなか保育園というのがありまして、町の中の、土曜・日曜・夜間対応もし

てる。ですから、この県内の自治体の格差もどんどん出てますよね、県民として見たら。 

それから同じ糸魚川市でも、市長は２番目で格差はあまりないと、サービスの内容は同じように

提供してると言いましたけども、実際には違いますよ。能生の児童館は前の伊藤町長の念願で、Ｐ

連と一緒になってつくって、いろいろ国の補助金もうまく使われてやったというのは教育長が一番

ご存じだと思いますけども、私も何度も行った。ここと同じことを糸魚川地域、青海地域で、能生

の児童館以上にやってるところはないんですけど、児童館と同じ内容でやってるところはあります

か、市長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

旧１市２町のころから施設整備、あるいはさまざまな子育て支援の策を講じてきたわけでありま

すので、その中で地域に合ったスタイルでつくり上げてきたというふうに理解をしております。 

能生の児童館と同様の機能を、それでは糸魚川や青海でどういうふうな機能を果たしているのか

ということにつきましては、確かにハード的にあのたぐいのものがあるわけでありませんが、例え

ば糸魚川地域でいきますと、市民図書館には児童書がたくさんございますし、映画会あるいはお話

会等もやっております。それから子育て支援センターも、部分的に見れば児童館的な意味合いも持

っておる。それから糸魚川地域におきましては、各地区にある公民館に職員が配置をされておりま

して、学校帰りの子供たちが寄って本を読んだり、あるいはそこでいろんな習い事をしてるという

ような実態もございます。これも児童館的な機能を果たしているというふうに、言えるのではない

かと思います。 

それから青海地域におきましても、ふれあい児童館という形で須沢、八久保で開かれております

し、青海の図書館におきましては、土曜子供会というような取り組みもやっております。放課後児

童クラブも、もちろん児童館の一つの形態、機能かなというふうに思っております。形は違います

が、それぞれ機能面では、そういったものを担っているというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

所長はそういうふうにおっしゃいますけど、現場を見てください。例えば今、青海の須沢と八久

保を上げましたけど、私の地元ですけど、どういう内容でやってます。これを能生の児童館と同一

にされたら、能生の児童館の一生懸命やってる職員は気の毒ですよ、全然違いますよ、もう。きち

っと私は通告したんですから、実態を調べてください。 
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大体市長が最初の答弁で、格差がなくてサービス提供が同じなんて言うから、所長もそういうふ

うになるわけでしょう。子供のことですよ、次世代を担うの、これからの糸魚川を背負って立つ子

供たちですよ。食べることもそうです。もっと答弁一つとっても、もう言いたくない言葉ですけど、

その場しのぎはやめてほしい。 

真剣にやりましょうよ。もう合併して３年でしょう。真剣味がないんですよ、皆さん。もっと自

分の子供とか孫のために頑張ろうって、そういう何かが伝わってこないんですよ、残念ながら。伝

わってこないのは、私だけかもしれませんが。 

それで、この次世代育成行動計画、１市２町でつくった、じゃあこれは何ですか。総務部長、笑

ってるけどね、糸魚川市は新市になって計画がいっぱいあります。これをはっきり言ったら無計画

の計画、いっぱい。健康増進課、きょう私はそちらをターゲットにしてませんけど、いっぱいあり

ますよ、計画でアップアップしてるの。きょうは私は一つ一つ、今取り上げてやった。次世代を担

う子供たちだから、国も本腰を入れましょうって。こういう策定をしたわけでしょう、旧１市２町

で、そして新市に引き継ぎますと言って。実施計画の予算配分、もう時間がないから触れませんけ

ど、１９年から２１年の実施計画、私はこれで仕事をやってるとは思えませんね。 

小浜市のように優秀な人を民間登用で、どんどん優秀な人をそちらに送り込まない限り、糸魚川

市は変わらないんじゃないかと、この体制では。厳しい言い方ですけどね、私は本当にやっぱり議

長から言葉の取り消しか何かあるかもしれないけど、やっぱり真剣にやらないといけないことです

よ。先ほど髙澤議員が消防のことも言われましたけど、どんどん上越圏域に、医療も全部大きいと

ころに、糸魚川市はどうなるんですか、情けないですね。 

福島県の矢祭みたいに、もう職員も議員も少なくなってやってるっていうところならまだしも、

１市２町のそのまんまでしょう。もう少し私は真剣にやるべきだと思います。 

３番目の児童虐待ですけども、市長は広報もやっていて引き続き取り組んでいくと言いましたけ

ども、私、通告書を出して、金曜日の一般質問の初日の日には、１階にポスターが貼ってあったん

ですよ。きのう見たら、そのポスターも剥がしてあるんですよ。引き続きやっていくんでしょう。 

厚労省でつくったポスター、カラーの大きいの。「おや、あの子どうしたの」という、「ちゃん

と目配り、気配り、子どもを虐待から救えます」という。通告書で取り上げて、答弁するとき気ま

ずいからはがしたのか、引き続きやっていくわけですよね。 

それでこのポスターを、１１月は児童虐待防止推進月間ですって、どこに貼りました、全市、

１階ロビー以外で。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

ポスターの枚数もあるので、細かいところまでは承知しておりませんが、保育園、学校等関係の

部署、あるいは民生委員の方に、お配りをしたというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 
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○１９番（鈴木勢子君） 

お配りしたと考えているというから確定ではないわけでしょ。ホームページとか広報ではどうで

したか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

「おしらせばん」の１１月１２日号に月間の周知ということで、紙面を若干割いて掲載をいたし

ております。これにつきましては、ホームページ等にも掲載をいたしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

あとフォーラムとか、そういったものは全くなかったですよね。それで私は何で今、ここでこの

項目を出したかと言うと、犠牲になった子供たちがいますでしょう、当地で。児童虐待はいろんな

もちろん種類がありますよね。市長は相談件数の中では、育児放棄が一番多いということですが、

この児童虐待がどんどん過激になって、行き着くところは子供の命が絶たれるということです、そ

ういうことでしょう。それで上げたんですよ。だから、そういう事件がありましたので、私はこの

１１月の推進月間は、積極的に取り組んでほしかったなという思いでここで上げました。 

今回、１、２、３の項目、すべて子供にかかわるんですが、まず福祉事務所の所管の子育て支援

室では、もう政策展開、予算も含めて無理です。本当に子供のことを考えたら、もう課をつくって

ください。それでも他市と比べたら、遅れているわけですよ。 

ホームページでも、前回、いろんな議員の質問から、ホームページ、ホームページと出てきまし

た。市のホームページは本当にわかりにくい。内容はいっぱいあるのかもしれないけど、トップペ

ージの目次で、もうわからないんですよ。上越はウェブ上越子育て広場、子供の単独のホームペー

ジをつくってます。新潟市も子育て応援パンフレットスキップ、単独ページ。これは糸魚川市みた

いに活字で盛りだくさんじゃないんです。図解入りだから、外国から来た方でも絵でわかるように

なっているんで、救急箱があったり、お腹の大きいお母さんがいたり、やはり一生懸命やってほし

い。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

時間になりました。 

○１９番（鈴木勢子君） 

以上で終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、鈴木議員の質問が終わりました。 

１３時まで暫時休憩いたします。 

〈午前１１時５４分 休憩〉 
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〈午後 １時００分 開議〉 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、保坂良一議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 〔１１番 保坂良一君登壇〕 

○１１番（保坂良一君） 

奴奈川クラブの保坂良一でございます。本会議最後の質問をさせていただきます。 

事前に提出いたしました通告書に基づきまして、私はこの機会に次の５点について、米田市長に

お伺いいたします。１つは克雪対策について、２つ目は合併後の行政改革大綱・実施計画について、

３つは、学校教育について、４つ目は、消防団について、５つ目は、糸魚川あるぺん村跡地の利活

用についてであります。単刀直入に質問をいたしますので、明快な誠意ある回答を望みます。 

１２月定例会初日、平成１９年度除雪計画が示されました。一昨年は異常に豪雪であり、昨年は

記録的な暖冬少雪でありました。ことしはどうなるか予想もつきませんが、克雪対策の現状と課題、

その対応を伺いたい。 

(1) 道路除雪対策について。 

(2) 公共施設、特に福祉関係の要援護者に対する雪害対策について。 

(3) 小型除雪機の貸与制度について。 

次に、合併後の行政改革大綱・実施計画について。 

行政改革調査推進特別委員会結審後の主要調整事項の進捗状況、その対応を伺いたい。 

(1) 総務企画部関連について。 

(2) 市民生活部関連について。 

(3) 建設産業部関連について。 

(4) 教育委員会関連について。 

(5) ガス水道局関連について。 

(6) 消防本部関連について。 

次に、学校教育について。 

(1) ２００７年学力テストの現状と課題、その対応を伺いたい。 

(2) 学校図書の蔵書冊数は、文部科学省の定めた整備目標に達しているか、現状と課題、その

対応を伺いたい。 

次に、消防団について。 

三地域消防団連合となっているが、統合についての現状、課題、その対応を伺いたい。 

次に、糸魚川あるぺん村跡地については、平成１７年１２月定例会最終日、市長の行政報告でモ

ーターボート競走場外発売所設置することに大野区、会社から要請があったことについて報告がさ

れました。その後、１８年３月２０日付書面で、株式会社黒部あるぺん村から調査検討の結果、場

外発売所を断念し、さらには糸魚川あるぺん村を５月３１日で休業するとの報告でありました。

１年と６カ月過ぎて現在に至っております。 
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平成１８年６月の定例会で、松田議員からも利活用について発言されております。糸魚川あるぺ

ん村跡地を利活用してはどうかと思うが、現状と課題を伺いたい。 

以上、第１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

保坂良一議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の克雪対策についての１点目、道路除雪対策につきましては、今年も市の除雪計画を立て、

機械除雪を中心に市道の除雪を行ってまいります。 

課題といたしましては、年々、除雪要望路線が増加しており、それに対応する除雪業者のオペレ

ーター不足をはじめ除雪機械の不足及び維持管理の困難等が上げられますが、今後、協力業者とも

相談をし、解消に努めてまいります。 

２点目の要援護者に対する雪害対策につきましては、屋根雪等除雪支援事業を行っており、経済

的、労力的に自力で除雪ができない方、また、一定の要件を満たす要援護者世帯を支援するほか、

民生委員による訪問等により、雪害予防活動も実施いたしております。 

３点目の小型除雪機の貸与につきましては、県の補助制度を活用する中で、合併に伴う制度の見

直しを行い、現在、能生地域に１６台、糸魚川地域１８台、青海地域３台、合計３７台配備いたし

ております。 

今後とも除雪車が入れない生活道路や集会施設、ごみ集積所、消火栓など生活に密着した施設の

除雪作業に地域ぐるみで取り組む自治会等に対して、支援をしてまいりたいと考えております。 

２点目の行政改革についての１点目、総務企画部関連につきましては、合併後、定員管理適正化

計画で職員数の適正化の目標を掲げ、現時点では計画を上回っており、引き続き適正化に努めてま

いります。 

また、使用料、手数料の見直しについては、受益者に見合う適正な負担を原則に、平成２０年度

の改正に向け調整を行っております。 

２点目の市民生活部関連につきましては、市税の収納率の向上に向け徴税嘱託員の配置をはじめ

口座振替の奨励、納税相談の充実など、納めやすい環境の改善と収納体制の充実に努めております。 

３点目の建設産業部関連につきましては、公共工事のコスト縮減に向けその具体化を行っており、

今後、行動計画をまとめて、さらなる公共事業のコストの縮減に努めることにいたしております。 

４点目の教育委員会関連につきましては、地域コミュニティの拠点として公民館体制の検討と見

直しを行っており、３地域からなる横断的な検討組織を設置し、将来に向けた公民館体制について

協議を行い、まとめてまいります。 

５点目のガス水道局関連につきましては、下水道事業の経営健全化に向け下水道使用料の適正化

の検討と、未接続世帯の解消を推進しております。 

６点目の消防本部関連におきましては、災害に強い地域づくりに向け、市内全域での自主防災組

織設立と活動の支援に努めてまいりたいと考えております。 

３番目の学校教育の質問につきましては、この後、教育長から答弁いたしますので、よろしくお
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願いいたします。 

４番目の消防団の統合につきましては、平成２１年４月の統合を目途に、各団の運営形態や装備

基準等の相違点の調整を図るべく、糸魚川市消防団連合会で協議を進めております。 

私といたしましても、３団が早期に一体化するよう望んでおります。 

５番目の糸魚川あるぺん村跡地の利活用についてでありますが、あるぺん村は議員ご指摘のとお

り平成７年４月にオープンをし、平成１８年５月をもって営業を休止いたしておるところでありま

す。 

店舗閉鎖後、土地使用者との意見交換会では、敷地については借地契約が継続されているとお聞

きいたしております。敷地面積約１万平方メートル、建物の延床面積約２,０００平方メートルが

休止状態のまま残されておるわけであります。市といたしましても、できるものならば施設を有効

活用していただきたいと願っておるわけでございます。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

それでは、３番目の学校教育についてのご質問に、お答えさせていただきます。 

１点目のことし４月に実施しました全国学力学習状況調査についてでありますが、当市の状況に

ついて、全国的な結果と大きな差異はございませんでした。 

小学校６年生の国語では、漢字の読み書きなどの基礎的な内容の習熟度は高く、６年生の算数で

は同様に、図形や関数などの基礎的な内容の習熟度が高い状況にあります。 

中学３年生の国語においては、おおむね標準的な学力を習得しております。課題としまして、中

学３年生の数学において、標準的な学力を習得していない部分が見られます。対応としまして、各

学校には分析した結果を生かして、学習指導の改善に全校体制で取り組むよう指導しております。 

また、教職員の資質、指導力向上研修会や指導主事の学校訪問を通じて、授業改善を推進してま

いりたいと考えております。また、他の科目も含めまして、基礎基本のさらなる定着に努力をして

まいりたいと、このように考えております。 

２点目の学校図書の蔵書冊数につきましては、１８年度末で２３校中１７校が文部科学省の図書

標準冊数を満たしておりますが、この標準を下回っている学校が６校あり、今後とも学校の図書充

実に努めていかなければならないと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

ありがとうございました。 

それでは、２回目の質問に入らせていただきます。 
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１番目の道路除雪対策についてお伺いしますが、昨年は暖冬少雪であったんですが、委託料とか

そういう関係で、ことしはどういう考えでおるのかお聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

除雪の委託料のご質問でございますが、ご案内のとおり県では委託料のうち固定費につきまして、

先払いをされるということでお聞きをしておりまして、やはり今後の除雪の中の大きな課題といた

しまして、除雪機械の保有がかなり受託される方にとっては負担になっておるということをお聞き

しておりまして、市で整備をなかなかできないものですから、業者の皆様方の機械をお借りして除

雪をしていただいているという現状がございますので、できましたら市も県にならいまして固定費、

要するに車検費用、あるいは保険費用について、その固定費用分については、先払いをさせていた

だくということで庁内調整をしているところでございますし、稼働に伴います委託料につきまして

も県と調整を図って単価を決定をさせていただいたということで、そのような方向で進めてまいり

たいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

課長からは今、各除雪業者が機械の保有が難しくなっていると。これは実際、稼働日がせいぜい

２カ月から３カ月ということで、また内容を見ますと重機は普通の車と違って特殊車両でありまし

て、簡単に手に入るものじゃなくて高価のものでありますし、また、建設業者であれば、ある程度

兼用の機械もあるわけでございますけども、単独でやってる除雪業者に対しては、やはり今まで何

年もそういうような話があったんですけども、ただいまの建設課長の話では、県ではそういう固定

費を払ってる。また、新潟市でもこの間、待機料ですか、２８万円ぐらいを大型車に払うというの

を決定してますし、そこでこの待機料について県内の状況、もしくはこの近くの上越市、もしくは

妙高市の現状はどうなっているか、お聞きしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

県内全体のものはちょっと把握しておりませんが、近隣のということで、今ご質問のございまし

た上越市は、いわゆる県のものをそのまま適応するのではなく、単独で単価を決定しているという

ことで聞いておりますし、また、妙高市につきましては、県と同じような考えで県を準用して決定

しているというふうに聞いております。 
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以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

そうすると上越市、妙高市は決定してると。妙高市は県並み、上越市は単独と、糸魚川市はどう

する予定でございますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

先ほど申し上げましたとおり稼働費につきましては、県と同じ単価を用いていきたいということ

で契約をさせていただいております。固定費につきましては、県に準じて先払いの方向で、今、庁

内調整をしてるところでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

課長、調整してるというのは、もう契約してるわけでしょう。契約はいつだったんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

１２月１日でございます。固定費について、まだ契約してございませんので、いわゆる稼働分に

ついての契約を先にさせていただいたということでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

稼働費については契約してあると。そうすると、こういう状態でいくと業者は準備できますか、

これ。常識で考えて、事前に単価のわからん、何もわからんのに機械を買えますか、何百万円、何

千万円の機械。車検を受けて、保険料だけでも３カ月は払わなきゃならんわけでしょう。それと車

検を受けると２年に１回やると、大型機械でやはり２年間で５０万円ぐらいの車検料が大体かかる

んじゃないですか。そうすると１年間で平均すると２５万円ぐらい、それにいろいろの経費がかか
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るわけですけども、それがわからないで契約するっていうのも、ちょっとどうですか、これ。不安

じゃないですか、やっぱり業者も。やはり理想的な除雪をやったり準備を、１２月１日から除雪を

してもらうということで契約してあるんなら、そんなに降らなきゃどうだ、降ったらどうだという

ことじゃなくて、やはり市民を安心させてやるというためにも機械の整備、それから完全にそろえ

るというのは本当じゃないですか、どうですか、そこら辺は。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

除雪につきましては建設業者、あるいは委託をお願いして大変なご苦労を、冬季の非常に厳しい

自然条件の中で早朝から、半分はボランティア的な意味合いも含めながらしてもらっているところ

が非常に多くありました。今までは固定経費と稼働費と合わさった委託料で、今まではというか、

今もそうですけれどもお願いしているものであります。 

県ではことしから、そういう業者のご苦労もあるわけですから、経常経費的なものは事前にかか

っているから大変であるということで、その部分をピックアップして事前にお支払いするというよ

うな情報であります。 

市もそれにならうような、追随するような形で、業者のご負担を少しでも軽減になるかどうかは

ちょっと不明ですけれども、していきたいという今状況でありまして、これから年々体制整備につ

いては、ことしはそういうきっかけの年でございまして、これから状況を見ながら体制を順次整え

させていただくということで、ご了解をいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

泥棒を見て縄をなうようなことをしないで、やっぱり万全なる準備で、一昨年からの話もあるわ

けですよね、きちんと。後になってさあ困ったじゃなくて、そういうことでひとつ進めていただき

たいと思います。その点については、私も委員会でまたいろいろ議論したいと思いますけれども、

早く検討していただいて、互いに困らないように十分なる除雪をしていただきたいと思います。 

(2)として、いろいろ策をされると思いますけども、一昨年だと私の聞いたところによると、小

滝地区では民家が１軒つぶれた、小学校もつぶれたということで、体制が間に合わなかった状況で

ありました。昨年は暖冬少雪で問題はなかったようでございますけども、もし豪雪がまた来た場合

には、どんな体制でおられるのか。その反省をして、どのようなことをされているか、お聞かせ願

いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 
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小滝小学校は廃校になりまして普通財産でありますので、当課の方が管理をしております。それ

で廃校等に関係しましては、豪雪になりましたらそのときにきちんと現地を一応見回りして、対応

したいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

要援護者の雪害に対する対応ということでございますが、市としての制度といたしましては、屋

根雪等の除雪支援事業というのを持っておりまして、中身は屋根雪の除雪に対する支援、それとも

う１つは、除雪路線から玄関までのいわゆる生活道路と言いますか雪踏みの支援と、この２本立て

で対応をいたしております。 

ご指摘のように豪雪のときに不幸な事態があったことは承知をしております。そのことも含めて、

この手続については今現在、民生委員の皆さん方から対象者への説明をいただいておりますが、あ

わせて雪の状況を個別に訪問しながら、危険な状態になる前に高齢者の方と話をしながら、この制

度が円滑に運用できるように冬季間の見守りについても今現在、各地区ごとに民生委員が回りまし

て、お願いをしてるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

いろいろなこと、すべてのことで言えるんですけども、事前にやはり打ち合わせをして、一昨年

の例を聞くと、民生委員がやり方を知らなかったとか、まだ周知徹底しないうちに雪が来たとか、

そういうことのないようにひとつお願いしたいと思います。 

次、小型除雪機の貸与制度でございますが、これについて先ほど説明がありましたけども、こと

しから本格的に始まると思うんですけども、この運用について買ったのがまちづくり課ですか、総

務課ですか、今度は管理はどこになるんですか、そこら辺はどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

いわゆる小型除雪機の貸与事業につきましては、県の補助事業に基づきまして総務課の地域づく

り室が希望を取りまして、県との申請業務を行い、配置まで当課でやっております。なお、庁内調

整の中で、維持管理につきましては建設課の方で、対応するという形で進めておるところでござい

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 
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○１１番（保坂良一君） 

その購入というのはわかりました。それで１２月１日に、何か小型除雪機の運用についてという

説明会があったそうでございますけども、なかなか初めてのことでございますので、地域とのやっ

ぱり連絡を取りながら、いろいろ協調しながら失敗のないように、後でいわったことのないように

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

次に移ります。合併後の行政改革大綱の実施計画についてでございますが、総務課、企画部門で

はいろいろやられてますけども、いろいろ項目を検討されたということでございますけども、私、

もう１つちょっとその関係で知りたいんですけども、土地賃貸借料の適正化ということで大いに上

がっとったんですけども、これがどこまで進んで、どこら辺までいっとるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

土地賃貸借料等の適正化ということで、１つは、賃貸借料につきましては、合併前の１市２町で

ばらつきがあるということで、現在その辺の調整をしたいということで、調査検討している最中で

あります。 

それから、もう１つは借地料の関係で、借地が非常に多い状況であります。当市の場合、借地料

が年間で約７,５００万円、貸付料が逆に約４,７００万円ということで、借りてる方が多いわけで

あります。そういうことで、できるだけ借りる土地を減らそうということで考えていますけども、

それぞれ借地の契約の更改期を一応ねらって、その辺について対応したいということで、現在調査

中であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

それも早く、もう３年たつわけでございますので早目にやっていただきたいですし、その面が行

財政にいろいろ影響が出てくるわけでございますので、早目にやってください。 

それから(2)の市民生活部関連では、先ほど徴収の方を今やっとるということでございますので、

それもやはりパーセントを上げるべく頑張っていただきたいと思います。 

それから、もう１つ聞きたいのは法人税の特別措置、それから幼稚園、保育園のあり方、またそ

の料金について、どうなっているかお聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

金平市民課長。 〔市民課長 金平美鈴君登壇〕 

○市民課長（金平美鈴君） 

お答えいたします。 

法人市民税につきましては合併調整事項でございまして、不均一課税５年間ということになって
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おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小掠福祉事務所長。 〔福祉事務所長 小掠裕樹君登壇〕 

○福祉事務所長（小掠裕樹君） 

幼稚園、保育園の運営に関しましては、それぞれご承知のように文科省の系列、厚労省の関係と

いうことで、幼稚園と保育園の運営については従来どおり変わりございません。 

ただ、料金の面についてでございますが、これも幼稚園につきましては今ほどお話しましたよう

に、今までのものを取り扱っておりますが、青海地域における保育園、寺地保育園が１カ所あるわ

けでありますが、この料金につきましては５年間で、かつての糸魚川市の水準に統一するというこ

とで、年次的に調整をいたしております。今３カ年目でございますので、順次引き上げているわけ

でありますが、平成２２年度から一本化されるということで、計画的に進めさせていただいており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

その調整についても今の行財政の危機の中で、やはり考えるところはあるんじゃないかと思うん

ですが、市長、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

一番いいのは、やはり１つの市になったわけでございますので、スタートのときから１つになれ

ばいいわけでございますが、そのように合併の調整事項として、今残されている部分でございまし

て、今、計画的に進めるものは進めていく。また、そうでないものは５年というひとつの約束事、

また、急いでいいものは急いでいくというようなやり方の中で、整理をさせていただいておるわけ

であります。 

できることならいろんな面で、やはり福祉的な考え方も入れながら対応していきたいわけでござ

いますが、財政事情というものもあわせながら、進めさせていただきたいと思っておりますが、子

育てには力を注いでいかなくちゃいけないととらえております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

できるだけ早く、市長として早目に決断をしていただきたいと思います。 

４番目でございますが、公民館の制度の見直しについて取りざたされておりますけども、今まで

聞きますといろいろ問題があるようでございますし、２０年度からやりたいということで話が進ん
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でおったようでございますが、どうもあきらめ切って先延ばしするようでございますが、これにつ

いて担当課としてはどのような考え方で、これから進めるような段取りでございますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸生涯学習課長。 〔教育委員会教育次長生涯学習課長 山岸洋一君登壇〕 

○教育委員会教育次長生涯学習課長（山岸洋一君） 

市長の行政報告にもあったとおりなんですが、行政改革の絡みからいろいろ未調整事項、これに

つきましては前倒しということで、５年というものを３年間でということでございました。 

公民館につきましても、それと同じようなことで平成２０年を目標にということで取り組んでま

いりました。３地域を回る中で、懇談会ということでやらせていただいたわけですが、３地域の公

民館のあり方に非常に違いがあるということが、ますますはっきりしてきたと。したがって、そこ

で大きな課題が幾つか出てきたというようなことで、横断的な３地域からなる検討委員会を設置し、

少し時間をかけて、それも実現に向けては、できるだけ早い時期に結論が出るような形で進めてま

いりたいという考え方で今進んでおります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

課長の話では、実現に向けて早くやりたいということでございますので、いつごろをめどにして

やるのかを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸生涯学習課長。 〔教育委員会教育次長生涯学習課長 山岸洋一君登壇〕 

○教育委員会教育次長生涯学習課長（山岸洋一君） 

お答えいたします。 

３地域からなる横断的な組織で検討を深めるということでありますが、これは３カ月、６カ月ぐ

らいで結論の出ることではないだろうというふうに思っておりますので、これには検討期間として、

やはり１年くらいかける必要があるというふうに思っております。その後、出た結論を市としてど

ういう形にするかという検討をいたしまして、当然、並行しながら各地域にも、その情報を共有し

ていかなきゃならんというふうに思っておりますので、いつまでかということですが、年度の途中

から変更することというのは、この大きな制度の改革というのはなじまないだろうというふうに思

っておりますので、２０年度検討させていただき、２１年度がそれの周知期間、今、形あるものを

市民に示せないということでございますので、そんなスケジュールになろうかというふうに思って

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 
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次に移りますけども、５番のガス水道局関連でございますが、先ほど市長からも説明がありまし

たけども、まず水道整備計画について、これは平成１０年にできとるわけですよね。もう１０年近

くたつわけです。それが場所を申し上げますと大野地区ですよ、一番最後に残っているのが。この

水道計画について、今のところどういう進め方をしたいか、それから地元との話をどのようにもっ

ていきたいのか。やっぱり地元が一番問題だと思いますけども、それをどのように考えておられま

すか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

細井ガス水道局長。 〔ガス水道局長 細井建治君登壇〕 

○ガス水道局長（細井建治君） 

お答えをいたします。 

今ほどのご質問でございますが、平成１０年に策定されました糸魚川市の水道整備計画では、ご

当地大野では、中央簡易水道と上向小水が対象になろうかと思いますけれども、その段階では

１５年以内をめどに上水道と合併をする方向で進めるという形になっておるかと思います。 

先般、ご当地の中央簡水の組合長さんとも、ある場所でご一緒させてもらったんですけども、地

元の方の状況が、まだそこまで煮詰まっていないというお話をいただいておるわけでございますけ

ども、整備につきましては議員ご指摘のとおり、目標の年次が迫ってきてるわけでございますので、

今後また地元組合長さんはじめ水道組合役員さんの方とも検討いたしまして、その辺の意思確認を

しながら整備の方の可否につきまして検討を進めてまいりたいという考えでおります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

進めていっていただきたいのはやまやまでございますけども、例えば水道整備事業をやる場合に、

大野地区の場合に合併浄化槽で今進んでおります。下水道は特環でやるのが、合併浄化槽に今なっ

とるわけでございますけども、もし水道整備計画で工事等をする場合には、ガス供給を一緒に供給

したらどうかという区民からの要望があります。 

ところで、現在のところ経済産業省の資源エネルギー庁におけるガス供給区域の拡大について、

どのように考えておられるか、お伺いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

細井ガス水道局長。 〔ガス水道局長 細井建治君登壇〕 

○ガス水道局長（細井建治君） 

お答えをいたします。 

今ほどのご質問でございますが、ガス事業につきましては従前はいろんな制約があって、大野地

区への拡張というのが非常に難しい問題があったわけでございますけども、昨今では供給区域の拡

大につきましては、国の方に供給区域の変更という形で届出、申請をすれば受理されることとなっ
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ておりまして、あとは大きな問題は大野地区にガスを引くということになりますと、莫大な費用が

かかります。当然、条例上の負担区分というのがありまして、受益者負担はそれなりにやっていた

だく必要がございますし、市としても条例上の負担をしていく必要があるわけでございますけど、

大きなネックとなっておりますのは、やはり地元負担が非常に多額になるということで、その辺の

ところを今後地元の方と、要望があった段階では検討していく必要があろうかというふうに考えて

おります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

水道整備計画をやるときには、いろいろ地元と協議をしながら、落ち度のないような行政をやっ

ていただきたいと望みます。 

次、消防団についてお伺いします。 

２１年４月に向けての統合ということでございますが、いろいろちまたの話を聞いてみますと、

かなりこの統合については難しいというような話を聞いているんですけど、市としてはどういう受

け方をしておられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

消防団の統合につきましては、今、糸魚川消防団連合会の中で、組織として統一協議テーマとし

て検討をいただいとるとこでございますし、私もその連合会の顧問として参画させていただいてお

るものですから、その協議内容についてはつぶさに承知しているところでございます。 

ご存じと思いますが、やはり３団それぞれ統合についての熟度と言いましょうか、思い入れ、考

え方に相違点がございまして、まだスムーズなところまでいっていないところでございますが、現

在は先ほど市長答弁申し上げましたように、２１年４月統合をめどにして、今の問題、課題点等の

話し合い、調整を行っておるところでございます。 

私どもといたしましても、やはり指揮命令系統の統一的なもの、あるいは団の運営等、これは糸

魚川市、行政側が１本でございますので、やっぱり１市１団が理想的と考えておるものでございま

すから、統合の方向に進めるよう期待しているところでございますし、その調整等にかかわってお

るところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 
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今、話し合いをしとるということでございますけども、参考までにお聞きしますけども、県内、

上越、妙高の状況はどうですか。もう合併して、皆さんはこのような状況でおりますか、どうです

か。どんな把握をしておりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

常備消防につきましては、上越、妙高は一緒でございまして、上越消防でございますが、消防団

につきましては、上越市消防団と妙高市消防団の２団でございます。そしてこの合併の時期は、市

町村の合併の期と一にして統合されてるとお聞きしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

市長にお伺いしますけど、やはりこれは合併当時から協議がちょっと足りなかったんではないか

と思います、私も。私も現役でいろいろ協議会の話にも出てましたけど、市長もやっぱり協議会の

議員だったわけですよ。妙高、上越が、あれだけ大きい上越市が統合して、１本になってやっとる

わけですよね。妙高もそうですよ。糸魚川市だけが、なぜやれないのか、そこら辺は市長としては

どう考えます、これ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

私もやはり先ほどの一般質問でもお答えさせていただいたように、この災害時、一番やはり率先

をして、その先頭に当たらなくてはいけない、市民の安全・安心を守る最前線で活動していただく

消防でございまして、指揮命令系統は単純なほどいいわけでございますし、やはりそういったとこ

ろを考えますと、早期にやはり１団になることが理想かと思うわけであります。 

そういう中で、合併協議の中では５年ということであったんですが、やはりこれは理想に向かっ

ていくべきじゃないかということで少し話をさせていただいて、今進めておるところでございまし

て、いろいろと無理からぬいろんな条件、またそういったこともあるわけでございますので、そん

なところもやはり交えながら、今、協議をいただいているところであります。私としては、やはり

先ほど１回目にお答えしたように、理想に向かっていくべきだととらえておるわけであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

それで現在の消防団の糸魚川、青海、能生消防団の役員構成の年齢、団員の年齢構成、おわかり

でしたらお聞きしたいと思います。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

平均年齢でございますが、まず、糸魚川消防団につきましては全員の平均で３６歳、それから能

生消防団が３５.４歳、青海消防団が４２.１歳でございます。あと役員ということでございますが、

団長、あるいは副団長、副分団長以下、 

○１１番（保坂良一君） 

本部にしてよ、本部役員全部。 

○消防長（吉岡隆行君） 

本部員だけですか、すみません。 

○１１番（保坂良一君） 

いやいや、役員全部ということです。 

○消防長（吉岡隆行君） 

すみません。役員ということでございますが、役員というちょっと把握をしておりませんで、い

わゆる役付きと言いましょうか、幹部職員の方になりますと、平均年齢が５０歳を超え６０歳近く

になるわけでございますが、部長以下のいわゆる実践部隊と申しましょうか、この方になりますと、

糸魚川消防団では３５.３歳、それから能生消防団では３４.６歳、青海消防団では４１.５歳でご

ざいまして、平均で３６歳ということで県内でも中庸の年齢かというふうに考えております。 

幹部になりますと、それぞれ事情が違うものでございますから単純に比較はできないんで、我々

が一番注視しとるのは、いわゆる部長以下の実践の団員の平均年齢に注視しているところでありま

す。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

今のは、まとめて幹部と言ったよね。団長、もしくは副団長の年齢は幾つぐらいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えします。 

団長でございますが、それぞれお一人ずつでございまして、糸魚川団が７１歳、能生が６４歳、

青海が６６歳でございます。副団長は複数おられまして、平均いたしますと糸魚川は５７歳、能生

が６３.５歳、青海が５８.５歳。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

こうやって見ると６０歳をみな超してるわね。どうもあれじゃないですか、ある程度の実践部隊

だから、もうある程度交代があってもいいんじゃないですかな、その辺を感じます。 

そこで消防団になり手がないところが、かなりあるわけですよね、今。ご不満のようですけども、

会社関係にお願いして団員になってもらっております。そんなことで、私は１つだけ提案しときた

いんですけども、今は消防団員で退団するのが、案外５０歳そこそこの人たちが退団をしておると

思います。ですからその退団した人たち、私は消防団ＯＢで、ボランティア的組織をつくったらど

うかという提案をしたいんです。 

なぜならば今、各地区のところへ小型のポンプ車が行っとるわけですよね。それをやっぱり利用

して、そういう組織があった方が。今の団員というのは、ほとんどやはり家にいないわけですよね、

昼間は。だけど６０歳以上過ぎた人は、元のＯＢは家におるわけですから、ポンプの操法もわかり

ますし、火の消し方もわかっておるわけでございますので、そのような方向でボランティア的なも

のをつくったらどうかと思うんですが、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

大変貴重な提案でございまして、実は国の総務省消防庁におきましても、全国の消防団員の定員

が大幅に欠けとると。こういう現状をかんがみまして、企業別消防団のほかに、今、議員ご提案の、

いわゆるＯＢ職員を活用した中での自衛消防と申しましょうか、こういうものにも力を入れるとこ

ろでございます。 

現に、当糸魚川市におきましても、特に能生地域でございますが、自衛消防隊というものは、か

なり歴史がございまして、それらがもう根づいている状況でございます。このようなことから、さ

きの一般質問にもございましたいわゆる自主防災組織、これら等と連携、連動する中で、やはり消

防団でご活躍された方については防災意識も非常に高いわけでございますから、こういう皆様方等

の力添えをいただく中で、さっきの懸案でありました自主防災組織の設立も含めた中で、活用する

方向で進めていかなければいけないと、かように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

ぜひそこを真剣に考えていただきたいと思います。 

次、糸魚川あるぺん村跡地についての質問でございますが、市長も議員当時、私たちと四国の愛

媛県の内子町に行ってこられましたよね。ご存じだと思いますけども、あのようなものにも使える

し、まだまだいろいろ使えると思うんです。 

この間、私もＮＨＫを見ておりましたら、経営トラック市場ですか、市長は見られましたか。あ
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れを私も見て、ああ、これはいいことだなということで感心をして見ておりました。 

そうすると、ああいう広い場所があって、また建物があって、またあの建物は今大きくなってま

すけどもいろいろ小分けしたり、いろんな方法があると思います。 

要するに、あそこはからりですよね、四国の内子町のあれも同じようなことで、狭いところを細

かく仕切って自由に使わせて、皆さんに売れるものは売る、買いたい人はどこからでも買いに来る

というようなことをやっとるわけです。それもやっぱり駐車場が要るわけですよ、いっぱい。 

あそこの場合には主に野菜でしたけども、糸魚川市の場合には、あそこにはやはり野菜もあり、

米もあり、ヒスイもあり、魚も持って行けばすぐあるわけですよ。ですから、あそこへ経営トラッ

ク市場とか、そういうようなものでやろうとすれば、何とかなるんじゃないかなという私も望みが

あるわけですよ。 

そこら辺、市長、どうですか。何かうまい考えはございませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まさに議員ご指摘のように、私も愛媛県内子町に視察へ行ってまいりました。非常に主婦の方々、

お母さん方が頑張っておりまして、消費税を納めるまでに今は発展的に伸びておられるというもの

を見てきまして、私も各地域へ出向かさせていただいている懇談会の中でも、時々引用させていた

だいて、市民の皆様方とともに、そういったことをしてはいかがかというようなお話もさせていた

だいております。 

そのようなことを、私といたしましても皆様方にお願いをしとる部分もありますし、確かにある

ぺん村は非常に広大な駐車場を抱え、そして施設も大きいわけであります。一民間の方がいろんな

ことの中で、ここを活用したいということで見たんですが、建物が合わなかったり、また面積が大

きいということで、断念をされた部分もあるわけでございます。 

それを考えると、やはりあの施設は、今、議員ご指摘のような使い道にした方が、一番利用度が

高まり、そしてまた地域活性化にかなり寄与できるのではないかなということを考えますと、そこ

に所有者もおられるわけでございますので、早々に、ここでやるとか、やらないとかは言えないわ

けでありますが、しかし、閉じておくんだったら有効活用できないかというのは、私も非常に以前

から考えとる部分でございまして、そういう形で少し打診をしてまいりたい。 

また、以前からも多少はしてるんですが、こちらの方からなかなか積極的にというのは、できな

かったわけでございますが、その辺を探ってみてもいいかなというのを最近しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

市長もちょっと探っとるという話がございましたけど、なかなか向こうも商売でございますし、

いろいろ銀行等の都合もありますけども、やっぱりやり方によっては。サティもちょうど今、競売
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に入っておるわけでございますけども、サティとはちょっとスケールが違って、使い道も違うと思

いますよ、大分。 

それともう１つ、私は提案したいんですけども、温泉がすぐ私たちの自由にはならないと思いま

すけども、やり方によっては今余ってるお湯だけでもいただいて、お湯を引いて道の駅にするとい

う方法もあるわけですよね、１つ。やはり休憩室、そういうようなものにやるとか、温泉を使った

方法も、あれはせいぜい２キロもないわけですよ、距離的にいって。ですから、そんなことも考え

て、いろいろ方策があるんじゃないかと思いますので、今後、糸魚川市としてもひとつ大野地区、

地元としても何とか、あのままではいけないというのがわかってるわけでございますし、特に今、

大野地区としては姫川病院の閉鎖、それから、またあるぺんの閉鎖。それから今、市長はご存じか

どうか知りませんけども、日本石油、エネオスが、あのいい場所が、ああいう状態になってロープ

を張っとるわけでございます。姫川に、何か運が悪いようなあれが回ってきてる感じがいたします。 

そんなところで、何か１つ大野地区にも明るい光が当たるように、ひとつ市長からも絶大なる力

を出していただきたいし、市役所職員、庁内でも、真剣に考えていただきたいというのでございま

す。 

もう１つだけ、ちょっと飛ばしましたけども聞きますけども、これは承知して飛ばしました。 

学校教育の関係ですが、先ほど教育長から学力テストの結果をいただきました。私も６年の孫が

おります。数値をつかんでます。全国で何位か、県で何位か、いろいろ判断するんですけども、そ

れで糸魚川市としては、まあまあ教育長の話では並々だということですよね、全国で並々。 

それで１つだけ聞いときたいんですけども、今後の参考にしたいんですけども、今、中高一貫校

との比較はどうでしょう、その辺はどうでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

月岡学校教育課長。 〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

先般も同じようなご質問を受けまして、中学校と高校の連携についてということで、来年度より

教師同士の授業交流会を行います。 

○１１番（保坂良一君） 

違うよ、成績との比較はどうかということなんだよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

大変失礼いたしました。 

まだ中高一貫校の方の成績については私らは入手をしておりませんので、わかりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

中高一貫校ということになりますと県内５校あるわけですけれども、私ども糸魚川市教育委員会

へ結果の数値が提供されておりますのは、市内の小中学校各校のみでありまして、他市の個々の学
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校ごとの成績というのは、私どもは一切提供を受けておりません。そういったことで、県内の中高

一貫校の生徒になりますが、中学３年生との比較というのは残念ながらできません。 

ついでに申し上げますけども、まだこの近くでは直江津中等学校は、まだ今は１年生だけですの

で、今回は３年生が対象ですので比較する対象がございませんので。 

○１１番（保坂良一君） 

柏崎は。 

○教育長（小松敏彦君） 

他校のデータは、私共はいただくことができませんので、比較はできませんので、よろしくお願

いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１１番（保坂良一君） 

これで私の一般質問を終わりますけども、まだ足りないところがいっぱい、聞きたいところがあ

りますけども、また３月議会によろしくお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、保坂議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 

本日はこれにてとどめ、散会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

〈午後２時０５分 散会〉 
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